
（改正は 部）

１．総則

１．本支部会は日本歯科東洋医学会関東甲信越支部（Kantoukoushinetsu branch of Japan Society of 
Oriental Medicine）と称する。

２．本支部会は東洋医学の研究、研修、指導及び会員相互の親睦を目的とする。

３．本支部会則は、日本歯科東洋医学会会則を遵守することを原則とし、その下に支部運営に係る

ことについて決めたものである。

２．会員

４． 会員は本会の会員で関東甲信越に在住するものをもって構成する。

５．関東甲信越支部会員は、関東甲信越支部活動に協力することを原則とする。

６．本支部会会員が転居その他移動を生じた場合、速やかに事務局に届けねばならない。

３． 役員

７．本支部会に次の役員をおく。

支部長……１名 副支部長……２名 理 事……若干名

監事……若干名 顧 問……若干名 相談役……若干名

８．支部長は、会長の指名により選出される。ただし、支部理事会は、支部長を会長に推薦できる。

支部長は支部を代表して会務を総括する。支部長

に支障が生じた場合副支部長がこれを代行する。監事は、会計および会務を監査する。

９．理事は、会務に必要な事項を掌握し審議および執行する。

１０．顧問は、学識経験者で、理事会の選出により支部長が委託することができる。相談役は、会務の

功労者で、理事会の選出により支部長が委託する。

１１．学術大会、例会等の運営のために、担当理事を補佐する学術部員をおくことができる。

１２．役員の任期は２年とし再任を妨げない。

４．事業

１３．本支部会は総会及び学術大会を行う（例会は随時行う）。

１４．本会は総会・例会の他に目的達成のために必要な事業を行うことができる。

５．会計

１５．本支部会計は、支部会員の納付する年会費と本会からの補助金ならびに学術大会の支部事業

時の収入および寄付金をもって維持する。また、年会費は２０００円とする。

１６．本支部の会計は、総会において報告する。

１７．会計年度は４月１日より翌年３月３１日迄とする。

６．付則

１８．本支部の会則は平成１６年４月１１日より施行する。

１９．本支部の会則は平成２０年１１月２９日より改正施行する。

※参考・・・いままでは、年１回の学術大会の当日会費１００００円のみ

改正後、年会費２０００円および学術大会の当日会費８０００円（合計１００００円）

他支部の会費・・・

関西支部＝年会費￥5,000
九州支部＝支部理事のみ年会費￥3,000（理事以外からの徴収無し）
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